
足立区保育士等住居借上げ支援事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、保育士等用の住居の借上げを行う保育施設等の設置者（以下「事業者」

という。）に対して、借上げに係る費用の一部の補助を行うことにより、保育人材の確保、

定着及び離職防止を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

 （１） 保育施設等 足立区内（以下「区内」という。）の認可保育所（児童福祉法（昭

和２２年法律第１６４号）に規定する保育所をいう。）、足立区における保育の利用等

に関する条例（平成２３年足立区条例第４号）第９条に規定する認可外保育施設、認定

こども園（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平

成１８年法律第７７号）に規定する認定こども園をいう。）、認証保育所（東京都認証

保育所事業実施要綱（平成１３年５月７日付け１２福子推第１１５７号）に定めた基準

を満たし、東京都の認証を受けた保育所をいう。）、小規模保育事業（児童福祉法に規

定する小規模保育事業をいう。ただし、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

（平成２６年厚生労働省令第６１号）第２７条に規定する小規模保育事業Ｃ型を除く。）

及び定期利用保育事業（東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱（平成７年

１０月２３日付７福子推第２７６号）に規定する定期利用保育事業をいう。）のいずれ

かのうち、法人又は個人が運営するものをいう。 

 （２） 常勤 次に掲げる全ての要件を満たしていることをいう。 

  ア 労働基準法施行規則（昭和２２年厚生省令第２３号）第５条第１項第１号の３の規

定により明示された就業の場所が保育施設等であり、かつ、従事すべき業務が保育で

あること。 

  イ 期間の定めのない労働契約を結んでいる者（ただし、１年以上の期間の労働契約を

結んでいる者を含む。）であって、当該保育施設等において勤務時間が、当該保育施

設等の就業規則において定められている常勤の勤務すべき時間数（１か月に勤務すべ

き時間数が１２０時間以上である場合に限る。）に達しているもの又は１日６時間以

上かつ月２０日以上常態的に継続して勤務しているものであること。 

 （３） 保育士等 保育施設等に勤務する保育士、看護師又は栄養士（栄養管理の業務に

従事する者に限る。）をいう。 

 （４） 補助対象期間 次に掲げる全ての要件を満たした日から当該年度末までの期間を

いう。ただし、第４条に規定する者が年度途中で宿舎に入居した場合は、当該期間の始

期をその日の属する月の翌月（当該日が１日の場合は、その日の属する月）からとし、

年度途中で退職若しくは退去した場合又は事業者が賃貸借契約を終了させた場合等は、

当該期間の終期を退職した日、退去した日又は賃貸借契約を終了させた日等のうち、い

ずれか早い日の属する月の前月（当該日が当該月の末日である場合は、その日の属する

月）までとする。 

  ア 事業者が住居を借上げていること。 



  イ 第４条に規定する者を雇用していること。 

  ウ 第４条に規定する者が住居に入居していること。 

  エ 第４条に規定する者が入居している住居について、当該者と事業者との間で入居契

約等が結ばれていること。 

（補助金の交付対象） 

第３条 この要綱に基づく補助金の交付対象となる事業は、事業者が保育士等用の住居を借

上げる事業（以下「補助対象事業」という。）とする。 

２ この要綱に基づく補助金の交付対象となる者は、保育施設等を運営し、次条に規定する

保育士等を雇用するとともに、第５条に規定する住居を借り上げ、これに当該保育士等を

居住させている事業者とする。 

（補助対象となる保育士等） 

第４条 この要綱に基づく補助の対象となる者は、区内に存する保育施設等に勤務する常勤

の保育士等であって、当該保育施設等を運営する事業者に保育士、看護師又は栄養士とし

て雇用され、借上げ住居に入居することで継続的に就労することが見込まれる者のうち、

世帯主又はこれに準ずる者（以下「補助対象職員」という。）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象としない。 

（１） 平成２５年３月３１日までに事業者が借上げた住居に、同日以前から入居してい

る者 

（２） 事業者等から住居手当又はこれに類する補助（以下「住居手当等」という。）を

支給されている者 

（３） 住居手当等を支給されている同居者がいる者 

（４） 補助対象職員の健康保険の扶養となっていない同居者がいる者（常態として補助

対象職員の収入（当該補助対象職員が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労

働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）に定める育児休業をしている期間に

あっては、別に定めるところにより算定した額）が世帯総収入の５０パーセントを超え

る割合を占めると足立区教育委員会（以下「教育委員会」という。）が認めた場合を除

く。） 

 （５） 当該保育施設等の経営に携わる法人の役員又は施設長である者。 

 （補助対象となる住居） 

第５条 この要綱に基づく補助の対象となる住居は、事業者が雇用する補助対象職員を居住

させるために借り上げている住居で、補助対象職員の生活の本拠地として当該住所に住民

票が存する住居とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する住居は除く。 

 （１） 事業者（当該事業者が法人である場合にあっては、事業者の役員。以下この号に 

  おいて同じ。）又は事業者の親族等その他の利害関係者が所有する住居 

 （２） 補助対象職員又は補助対象職員の親族が所有する住居 

 （３） 著しく狭小、採光がない等、入居者の安全衛生上不適当な住居 

 （４） 他に入居可能な住戸があるにも関わらず賃借料その他経費が市価と比較し著しく

高額で契約された住居 

 （５） 借上げ住居が区外にある場合は、当該保育施設等からおおむね１０km を超える住

居 



２ 事業者は、第８条の交付申請を行うにあたって、補助対象となる住居が前項各号の規定

に当てはまらないことを事前に確認しなければならない。 

（補助対象経費及び補助金額） 

第６条 補助対象経費は、前条に規定する住居について補助対象期間中に要する賃借料、共

益費（管理費）、礼金及び更新料（以下「賃借料等」という。）として別表に定める基準

により算出する。ただし、事業者が補助対象職員から賃借料等の一部を徴収している場合

は、賃借料等からその徴収額を差し引いた額とする。 

２ 補助金の額は、別表に定めるところにより算定した額とする。 

（補助条件） 

第７条 事業者は、補助対象事業を申請するに当たっては、補助対象職員の給与水準を低下

させてはならない。ただし、業績に応じて変動することとされている賞与等が変動した場

合については、この限りでない。 

２ 事業者は、保育士等の継続就労に努めるとともに、当該保育士等について、区が開講し、

又は指定する、保育の質の向上に関する研修の受講を求めた場合は、これを受講させるよ

う努めなければならない。 

３ 事業者は、補助対象となる住居に入居する者の居住実態を把握しなければならないもの

とし、その居住実態に変更が生じていた場合は、速やかに教育委員会に報告しなければな

らない。 

（交付申請） 

第８条 事業者は、賃借料等について補助金の交付を受けようとするときは、別に定める期

日までに、足立区保育士等住居借上げ支援事業補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類

を添えて、教育委員会に提出しなければならない。 

（１） 足立区保育士等住居借上げ支援事業計画書及び集計表 

（２） 入居契約書の写し 

（３） 足立区保育士等住居借上げ支援事業補助金交付要件確認書 

（４） 不動産賃貸借契約書の写し（事業者と貸主との間におけるものをいう。以下同じ。） 

（５） 世帯全員分の住民記録閲覧同意書又は住民票（発行日から１か月以内のもの。世

帯全員分、続柄記載のもので、本籍及びマイナンバーが記載されていないものに限る。

以下同じ。）。ただし、補助対象職員が区外に居住している場合は、住民票に限る。 

（６） 補助対象職員と同居者全員の扶養関係が確認できる書類（同居者がいる場合に限

る。以下同じ。）（当該同居者に扶養となっていない者がいる場合にあっては、補助対

象職員及び同居者の収入等申立書） 

（７） 保育士証、看護師免許証又は栄養士免許証の写し 

（８） 給与規程（全文）（住居手当を併給できないことが確認できるもの。以下同じ。） 

（９） 礼金又は更新料を補助対象経費として計上する場合には、礼金又は更新料の支払

を証する書類の写し 

（１０） その他教育委員会が必要と認める書類 

（交付決定） 

第９条 教育委員会は、前条の規定による交付申請があったときは、当該申請に係る書類等

の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を審査し、適当と認める場合は、



予算の範囲内において補助金の交付を決定し、足立区保育士等住居借上げ支援事業補助金

交付決定通知書により、事業者に通知するものとする。 

２ 教育委員会は、前項の交付決定に際して、必要な条件を付することができる。 

３ 教育委員会は、第１項の規定による審査の結果、補助金を交付できないと決定したとき

は、速やかにその理由を付して事業者に通知するものとする。 

（補助金の請求及び支払） 

第１０条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業者（以下「交付決定事業者」と

いう。）は、足立区保育士等住居借上げ支援事業補助金交付請求書により足立区長（以下

「区長」という。）に対し補助金の交付を請求するものとする。 

２ 区長は、前項の請求を受けたときは、補助金を交付する。 

（変更交付申請） 

第１１条 交付決定事業者は、交付申請の内容を増額して変更する場合は、足立区保育士等

住居借上げ支援事業補助金交付変更申請書に次の各号に掲げる書類のうち、変更理由に応

じて教育委員会が指定する書類を添えて、速やかに教育委員会に提出しなければならない。 

（１） 足立区保育士等住居借上げ支援事業計画書及び集計表 

（２） 入居契約書の写し 

（３） 足立区保育士等住居借上げ支援事業補助金交付要件確認書 

（４） 不動産賃貸借契約書の写し 

（５） 世帯全員分の住民記録閲覧同意書又は住民票。ただし、補助対象職員が区外に居

住している場合は、住民票に限る。 

（６） 補助対象職員と同居者全員の扶養関係が確認できる書類（当該同居者に扶養とな

っていない者がいる場合にあっては、補助対象職員及び同居者の収入等申立書） 

（７） 保育士証、看護師免許証又は栄養士免許証の写し 

（８） 給与規程 

（９） 礼金又は更新料を補助対象経費として計上する場合には、礼金又は更新料の支払

を証する書類の写し 

（１０） その他教育委員会が必要と認める書類 

（変更交付決定） 

第１２条 教育委員会は、前条の規定による変更交付申請があったときは、その内容を審査

し、適当と認めるものについては、変更の決定をし、足立区保育士等住居借上げ支援事業

補助金交付変更決定通知書により交付決定事業者に通知するものとする。 

２ 教育委員会は、前項の変更の交付決定に際し、条件を付することができる。 

３ 第９条第３項及び第１０条の規定は、変更の交付決定について準用する。 

（実績報告） 

第１３条 交付決定事業者は、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、教育委員会が

別に定める期日までに、足立区保育士等住居借上げ支援事業補助金実績報告書に、次項に

定める書類を添えて教育委員会に報告しなければならない。 

（１） 補助対象事業が完了したとき。 

（２） 補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき。 

（３） 第１８条第２項の規定により、補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けたとき。 



２ 前項の足立区保育士等住居借上げ支援事業補助金実績報告書に添付する書類は、次の各

号に掲げる書類とする。 

（１） 足立区保育士等住居借上げ支援事業補助金実績及び集計表 

（２） 世帯全員分の住民記録閲覧同意書（交付申請時又は変更交付申請時に提出してい

る場合を除く。）又は住民票。ただし、補助対象職員が区外に居住している場合は、住

民票に限る。 

（３） 同居者全員の給与明細書等の写し（補助対象職員の健康保険の扶養に入っていな

い同居者がいる場合に限る。） 

（４） 同居者全員が補助対象職員の健康保険の扶養に入っている場合には、補助対象職

員と同居者全員の扶養関係が確認できる書類 

（５） 物件の借上げに係る領収書その他当該経費の支払を証する書類の写し 

（６） その他教育委員会が必要と認める書類 

（補助金の額の確定等） 

第１４条 教育委員会は、前条の規定により実績報告を受けた場合は、実績報告書の内容を

審査し、必要に応じて現地調査等を行うものとし、その報告に係る補助対象事業の成果が

補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、

交付すべき補助金の額を確定し、足立区保育士等住居借上げ支援事業補助金交付確定通知

書により交付決定事業者に通知するものとする。 

 （是正のための措置） 

第１５条 教育委員会は、前条の規定による調査の結果、補助対象事業が本要綱に適合しな

いと認めるときは、当該補助対象事業につき、これに適合させるための措置を取るべきこ

とを命ずることができる。 

 （立入検査等） 

第１６条 教育委員会は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、

事業者に対して報告を求め、又は事業者の承諾を得た上で職員に当該事業者の事務所等に

立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問をさせるこ

とができる。 

（交付決定の取消し等） 

第１７条 教育委員会は、交付決定事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金

の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２） 補助金を他の用途に使用したとき。 

（３） 補助金の交付の決定の内容、これに付した条件、法令又はこの要綱に違反したと

き。 

（４）この要綱で定める要件を満たしていないことが判明したとき。 

２ 前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、教育委員会は

足立区保育士等住居借上げ支援事業補助金交付決定取消通知書により速やかに事業者に通

知するものとする。 

（補助対象事業の中止等） 

第１８条 事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合には、教育委員会



に足立区保育士等住居借上げ支援事業補助金補助対象事業中止・廃止承認申請書をあらか

じめ提出しなければならない。 

２ 教育委員会は、交付決定事業者が前項の承認申請書を提出した場合、内容を審査し、適

当と認めた時は、足立区保育士等住居借上げ支援事業補助金交付変更決定通知書により速

やかに事業者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１９条 事業者は、第１２条第１項若しくは前条第２項の規定による交付変更決定通知又

は第１７条第２項の規定による補助金交付決定取消通知があった場合において、補助対象

事業の当該変更又は取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、別に

定める期限までに、足立区保育士等住居借上げ支援事業補助金返還通知書のとおり、当該

補助金を区長に返還しなければならない。 

２ 事業者は、第１４条の規定により補助金の交付額が確定した場合において、既にその額

を超える補助金が交付されているときは、別に定める期限までに前項の返還通知書のとお

り、当該補助金を区長に返還しなければならない。 

 （他の補助金等の一時停止等） 

第２０条 教育委員会は、交付決定事業者に対し補助金の返還を命じたにもかかわらず、交

付決定事業者が当該補助金、違約金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、

その者に対して交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停

止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。 

 （調書の作成及び保管） 

第２１条 交付決定事業者は、補助金と補助対象事業に係る経理について収支の事実を明ら

かにした挙証資料を整理し、かつ、これらの書類を当該補助対象事業の属する会計年度の

終了後５年間保存しなければならない。 

 （予算措置） 

第２２条 本事業に係る国又は東京都の補助対象事業が縮小、中止又は廃止になった場合は、

教育委員会は本事業について縮小、中止又は廃止その他の見直しを行うことができる。た

だし、縮小、中止又は廃止その他の見直しを行う場合は、補助対象事業者に事前に通知す

る。 

（消費税仕入控除税額の報告） 

第２３条 事業者は、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方

消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

報告書に次の各号に掲げる書類を添えて速やかに区長に報告しなければならない。 

 （１） 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額に係る確定申告の写し（確定申告後に

修正申告等を行った場合は、修正申告の写し等） 

 （２） 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の積算内訳書等 

２ 区長は、前項の報告を受けたときは、当該事業者に対し当該消費税額の全部又は一部に

相当する額の納付を求めることができる。 

（様式） 

第２３条の２ この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。 

（その他） 



第２４条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、規則に定め

るところによる。 

 （委任） 

第２５条 この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。 

付 則（３０足教子整発第９１７号 平成３０年４月１日 教育長決定） 

１ この要綱は、決定の日から施行する。 

２ 平成３０年４月１日付（３０足教子整発第９００号）で廃止した足立区保育士等住居借

上げ支援事業補助金交付要綱の規定により教育長が行った決定その他の行為又は同要綱の

規定により教育長に対してなされた申請その他の行為で施行日以降に処理されることとな

るものは、それぞれこの要綱の相当の規定により教育長が行った決定その他の行為又は申

請その他の区長に対してなされた行為とみなす。 

付 則（３１足教子整発第１３４１号 令和元年１２月９日 教育長決定） 

この要綱は、決定の日から施行し、この要綱による改正後の足立区保育士等住居借上げ支

援事業補助金交付要綱の規定は、平成３１年４月１日以後分として要した補助対象経費（同

日前に行った当該入居に要する支払を含む。）から適用する。 

付 則（２足教子整発第１３０２号 令和２年１２月９日 教育長決定） 

この要綱は、決定の日から施行し、この要綱による改正後の足立区保育士等住居借上げ支

援事業補助金交付要綱の規定は、令和２年４月１日以後分として要した補助対象経費（同日

前に行った当該入居に要する支払を含む。）から適用する。 

付 則（３足教子私発第１５００号 令和３年１２月９日 教育長決定） 

この要綱は、決定の日から施行し、この要綱による改正後の足立区保育士等住居借上げ支

援事業補助金交付要綱の規定は、令和３年４月１日以後分として要した補助対象経費（同日

前に行った当該入居に要する支払を含む。）から適用する。 

付 則（４足教子私発第１６４３号 令和４年１２月１２日 教育長決定） 

（施行期日） 

１ この要綱は、決定の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、改正前の足立区保育士等住居借上げ支援事業補助金交付要綱様式

第１号の２  による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用すること

ができる。 

付 則（５足教子私発第１８１０号 令和５年１２月２７日 教育長決定） 

この要綱は、決定の日から施行し、この要綱による改正後の足立区保育士等住居借上げ支

援事業補助金交付要綱の規定（第７条及び第１７条の規定を除く。）は、令和５年４月１日

以後分として要した補助対象経費（同日前に行った当該入居に要する支払を含む。）から適

用する。 

付 則（６足教子私発第１８１８号 令和６年１２月６日 教育長決定） 

この要綱は、決定の日から施行し、この要綱による改正後の足立区保育士等住居借上げ支

援事業補助金交付要綱の規定は、令和６年４月１日以後分として要した補助対象経費（同日

前に行った当該入居に要する支払を含む。）から適用する。 

付 則（７足教子私発第１７３４号 令和７年１２月１２日 教育長決定） 



（施行期日） 

１ この要綱は、決定の日から施行し、この要綱による改正後の足立区保育士等住居借上げ

支援事業補助金交付要綱の規定は、令和７年４月１日以後分として要した補助対象経費（同

日前に行った当該入居に要する支払を含む。）から適用する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、改正前の足立区保育士等住居借上げ支援事業補助金要綱に規定す

る様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 



 

別表（第６条関係） 

 

補助対象経費 補助基準額 補助率 備考 

賃借料 

共益費（管理費） 

礼金 

更新料 

（ただし、礼金及び更新

料については、当該賃貸

借契約期間中において、

賃借料の２か月分を限

度として補助対象とし、

当該礼金及び更新料等

に係る補助対象額を賃

貸借契約期間の月数（１

月未満の端数日は繰り

上げる。）で除した金額

（小数点以下を切り捨

てる。）を、同期間中の

各月の補助対象経費に

計上することができる

ものとする。） 

一戸当たりの月の

上限額 

８２，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

８分の７ 

 

一戸当たりの補助

金交付決定額は、一

戸当たりの年間の

補助基準額と補助

対象経費の実支出

額を比較して、いず

れか少ない額に補

助率を掛けた額と

し、算出された額に

１，０００円未満の

端数が生じた場合

は、これを切り捨て

るものとする。 

 

備考 

１ 補助対象経費について、１つの住居に居住した日数が１か月に満たない場合は、その月

の経費は、補助対象としない。 

２ 補助対象経費のうち、礼金及び更新料について、引き続き居住するための契約更新日が

月の途中にある場合は、礼金又は更新料に係る賃貸借契約期間のその月の現日数を基礎と

して、日割りによって計算して得た額（小数点以下を切り捨てる。）とする。 


